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【今月の一言】 

暖かい日が増え、過ごしやすい季節となりましたね。

それに伴い、私の花粉症状もピークに達しています。 

発酵食品がアレルギー症状に良いと聞き、現在我

が家にはヨーグルト、納豆、甘酒、塩麹・・・発酵と名の

付く食品のストックがわかりやすく増えております。 

効果のほどはわかりませんが、発酵食品生活はし

ばらく続きそうです。 （事務員 S） 

それでは今月もベイヒルズSR通信をお届けいたし

ます。 

短い期間での工事契約を禁止する建設

業法などの改正案が閣議決定 

「2024 年問題」を抱える建設業界の深刻な人手

不足に対応するため、現場で働く人の賃上げや働き

方改革を促すことなどを盛り込んだ「建設業法及び

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

以下、その概要です。 

◆労働者の処遇改善 

① 建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務

化するとともに、国は当該処遇確保に係る取組

状況を調査・公表 

② 労務費等の確保と行き渡りのため、中央建設業

審議会が「労務費の基準」を作成・勧告すること

とし、受注者および注文者の双方に対して著しく

低い労務費等による見積り書の作成や変更依頼

を禁止（違反発注者には国土交通大臣等が勧告） 

③ 併せて、受注者における不当に低い請負代金に

よる契約締結を禁止 

◆資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止 

① 資材高騰など、請負代金や工期に影響を及ぼす

事象（リスク）がある場合、請負契約の締結まで

に受注者から注文者に通知するよう義務化する。

また、資材価格変動時における請負代金等の「変

更方法」を契約書の記載事項として明確化 

② 注文者に対し、当該リスク発生時は誠実に

協議に応ずることを努力義務化 

◆働き方改革と生産性向上 

① 長時間労働を抑制するため、受注者におけ

る著しく短い工期による契約締結を禁止 

② ＩＣＴ活用等を要件に、現場技術者に係る専

任規制や、公共工事における施工体制台帳

提出義務を合理化 

③ ＩＣＴ活用による現場管理の「指針」を国が

作成し、特定建設業者や公共工事受注者に

対し、効率的な現場管理を努力義務化 

【国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する

法律案」を閣議決定～建設業の担い手を確保する

ため、契約取引に係るルールを整備～】より 

「2024年問題」物流 2法改正案が

閣議決定されました 

働き方改革関連法が本年4月から適用される

ことによる物流業界の「2024 年問題」に対応す

るため、商慣習の見直しや効率化に向けた物流

関連 2 法の改正案が閣議決定されました。主な

内容は以下の通りです。 

◆荷主・物流事業者に対する規制 

【流通業務総合効率化法】 

① 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のため

に取り組むべき措置について努力義務を課

し、当該措置について国が判断基準を策定。 

② 上記取組状況について、国が判断基準に基

づき指導・助言、調査・公表を実施。 

③ 上記事業者のうち、一定規模以上のものを

特定事業者として指定し、中長期計画の作

成や定期報告等を義務付け、中長期計画に

基づく取組みの実施状況が不十分の場合、

勧告・命令を実施。 

④ さらに、特定事業者のうち荷主には物流統

括管理者の選任を義務付け。 

※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化

の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化

に関する法律」に変更 

◆トラック事業者の取引に対する規制 

【貨物自動車運送事業法】 

① 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等

を記載した実運送体制管理簿の作成を義務

付け。 

② 荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対

し、運送契約の締結等に際して、提供する役

務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サー

チャージ等を含む）等について記載した書面

による交付等を義務付け。 

③ トラック事業者・利用運送事業者に対し、他

の事業者の運送の利用（＝下請けに出す行

為）の適正化について努力義務を課すとと

もに、一定規模以上の事業者に対し、当該適

正化に関する管理規程の作成、責任者の選

任を義務付け。 

◆軽トラック事業者に対する規制 

【貨物自動車運送事業法】 

① 軽トラック事業者に対し、以下を義務付け。 

(1)必要な法令等の知識を担保するための

管理者選任と講習受講 

(2)国土交通大臣への事故報告 

② 国交省による公表対象に、軽トラック事業

者に係る事故報告・安全確保命令に関する

情報等を追加。 

【国土交通省プレスリリース「流通業務の総合化及

び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送

事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定】より 

 

4月の税務と労務の手続 

［提出先･納付先］ 

10日 

 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

15日 

 給与支払報告に係る給与所得者異動届

出書の提出 ［市区町村］ 

30日 

 預金管理状況報告提出［労働基準監督署］ 

 労働者死傷病報告の提出 

＜休業 4日未満、1月～3月分＞ 

  ［労働基準監督署］ 

 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

  ［公共職業安定所］ 

 公益法人等の法人住民税均等割の申告

納付 ［都道府県・市町村］ 

 固定資産税・都市計画税納付＜第 1期＞ 

 ［郵便局または銀行］ 

※都・市町村により異なる場合あり 

⚫ 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳

簿の縦覧期間（4月 1日から 20日また

は第 1 期目の納期限までのいずれか遅

い日以降の日までの期間） 

2024 年 4 月号 


